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(57)【要約】
【課題】　血中中性脂肪上昇抑制作用が飛躍的に向上し
た血中中性脂肪上昇抑制組成物を提供すること。
【解決手段】　難消化性デキストリンと、松樹皮抽出物
、大麦若葉処理物、コラーゲン、ペクチン、タンニン、
アラニン、バリン、ビタミンＡ、ビタミンＢ１、ナイア
シン、パントテン酸ナトリウム、ビタミンＥ、及びセレ
ン化合物からなる群より選ばれる少なくとも１種の成分
とを有効成分として含有することを特徴とする血中中性
脂肪上昇抑制組成物である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　難消化性デキストリンと、松樹皮抽出物、大麦若葉処理物、コラーゲン、ペクチン、タ
ンニン、アラニン、バリン、ビタミンＡ、ビタミンＢ１、ナイアシン、パントテン酸ナト
リウム、ビタミンＥ、及びセレン化合物からなる群より選ばれる少なくとも１種の成分と
を有効成分として含有することを特徴とする血中中性脂肪上昇抑制組成物。
【請求項２】
　有効成分を添加して得たことを特徴とする請求項１記載の血中中性脂肪上昇抑制組成物
。
【請求項３】
　難消化性デキストリン及び他の有効成分の配合質量比が、０．５：１～７０：１の範囲
であることを特徴とする請求項１又は２記載の血中中性脂肪上昇抑制組成物。
【請求項４】
　錠剤、カプセル剤、粉末剤、顆粒剤、又は液剤であることを特徴とする請求項１～３の
いずれか記載の血中中性脂肪上昇抑制組成物。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか記載の血中中性脂肪上昇抑制組成物を摂取させることを特徴と
する血中中性脂肪上昇抑制方法（ただし、医療行為を除く）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、血中中性脂肪上昇抑制組成物に係り、詳しくは、難消化性デキストリン及び
特定の他の成分を有効成分とする血中中性脂肪上昇抑制組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　難消化性デキストリンは、身体の調子を整える様々な機能を有していることが知られて
おり、その一つとして、血中中性脂肪上昇抑制作用が知られている。しかしながら、その
単独の作用効果は必ずしも十分なものとはいえない。
【０００３】
　一方、難消化性デキストリンの機能に関するものとしては、例えば、難消化性デキスト
リンを有効成分とするＩｇＡ分泌促進剤（特許文献１参照）や、難消化性デキストリンを
有効成分とする腎不全患者用の血中クレゾール低下剤（特許文献２参照）が提案されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－１５２１２５号公報
【特許文献２】特開２０１４－１４８４６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の課題は、血中中性脂肪上昇抑制作用が飛躍的に向上した血中中性脂肪上昇抑制
組成物を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者らは、難消化性デキストリンの血中中性脂肪上昇抑制作用について鋭意調査・
研究したところ、難消化性デキストリンに特定の成分を組み合わせることにより、血中中
性脂肪上昇抑制作用を飛躍的に向上させることができることを見いだし、本発明を完成す
るに至った。すなわち、血中中性脂肪上昇抑制作用がほとんどないか、その作用が小さい
成分を、難消化性デキストリンと組み合わせることにより、難消化性デキストリン単独の
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場合に比して、その血中中性脂肪上昇抑制作用を飛躍的に向上させることができることを
見いだした。
【０００７】
　すなわち、本発明は、難消化性デキストリンと、松樹皮抽出物、大麦若葉処理物、コラ
ーゲン、ペクチン、タンニン、アラニン、バリン、ビタミンＡ、ビタミンＢ１、ナイアシ
ン、パントテン酸ナトリウム、ビタミンＥ、及びセレン化合物からなる群より選ばれる少
なくとも１種の成分とを有効成分として含有することを特徴とする血中中性脂肪上昇抑制
組成物に関する。
【０００８】
　本発明の血中中性脂肪上昇抑制組成物は、有効成分を添加して得たものであってもよい
。
【０００９】
　本発明の血中中性脂肪上昇抑制組成物において、難消化性デキストリン及び他の有効成
分の配合質量比は、０．５：１～７０：１の範囲であることが好ましい。
　また、本発明の血中中性脂肪上昇抑制組成物は、錠剤、カプセル剤、粉末剤、顆粒剤、
又は液剤であることが好ましい。
【００１０】
　また、本発明は、上記本発明の血中中性脂肪上昇抑制組成物を摂取させることを特徴と
する血中中性脂肪上昇抑制方法（ただし、医療行為を除く）に関する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の血中中性脂肪上昇抑制組成物によれば、難消化性デキストリン単独の場合に比
して、血中中性脂肪上昇抑制作用を飛躍的に向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の血中中性脂肪上昇抑制組成物を適用した場合のＣａｃｏ－２単層膜へ吸
収後、分泌されたトリグリセリド（ＴＧ）濃度を示す図であり、難消化性デキストリンと
共に松樹皮抽出物を用いた場合の結果を示す。
【図２】本発明の血中中性脂肪上昇抑制組成物を適用した場合のＣａｃｏ－２単層膜へ吸
収後、分泌されたトリグリセリド（ＴＧ）濃度を示す図であり、難消化性デキストリンと
共に大麦若葉、コラーゲン、ペクチン、タンニン酸を用いた場合の結果を示す。
【図３】本発明の血中中性脂肪上昇抑制組成物を適用した場合のＣａｃｏ－２単層膜へ吸
収後、分泌されたトリグリセリド（ＴＧ）濃度を示す図であり、難消化性デキストリンと
共にアラニンを用いた場合の結果を示す。
【図４】本発明の血中中性脂肪上昇抑制組成物を適用した場合のＣａｃｏ－２単層膜へ吸
収後、分泌されたトリグリセリド（ＴＧ）濃度を示す図であり、難消化性デキストリンと
共にバリンを用いた場合の結果を示す。
【図５】本発明の血中中性脂肪上昇抑制組成物を適用した場合のＣａｃｏ－２単層膜へ吸
収後、分泌されたトリグリセリド（ＴＧ）濃度を示す図であり、難消化性デキストリンと
共にビタミンＡを用いた場合の結果を示す。
【図６】本発明の血中中性脂肪上昇抑制組成物を適用した場合のＣａｃｏ－２単層膜へ吸
収後、分泌されたトリグリセリド（ＴＧ）濃度を示す図であり、難消化性デキストリンと
共にビタミンＢ１、ナイアシン、パントテン酸ナトリウムを用いた場合の結果を示す。
【図７】本発明の血中中性脂肪上昇抑制組成物を適用した場合のＣａｃｏ－２単層膜へ吸
収後、分泌されたトリグリセリド（ＴＧ）濃度を示す図であり、難消化性デキストリンと
共にビタミンＥを用いた場合の結果を示す。
【図８】本発明の血中中性脂肪上昇抑制組成物を適用した場合のＣａｃｏ－２単層膜へ吸
収後、分泌されたトリグリセリド（ＴＧ）濃度を示す図であり、難消化性デキストリンと
共にセリン化合物（亜セレン酸ナトリウム）を用いた場合の結果を示す。
【発明を実施するための形態】
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【００１３】
　本発明の血中中性脂肪上昇抑制組成物は、難消化性デキストリンと、松樹皮抽出物、大
麦若葉処理物、コラーゲン、ペクチン、タンニン、アラニン、バリン、ビタミンＡ、ビタ
ミンＢ１、ナイアシン、パントテン酸ナトリウム、ビタミンＥ、及びセレン化合物からな
る群より選ばれる少なくとも１種の成分（以下、他成分ということがある）とを有効成分
として含有することを特徴とする。
【００１４】
［難消化性デキストリン］
　本発明の血中中性脂肪上昇抑制組成物の有効成分となる難消化性デキストリンは、ヒト
の消化酵素（アミラーゼ）では加水分解されにくい難消化性の多糖類であり、例えば、デ
ンプンを加熱により加水分解した後、アミラーゼにより加水分解し、加水分解されにくい
成分を精製して得ることができる。この難消化性デキストリンは、粉末、細粒、顆粒等の
形態で市販されており、これら市販品を使用することができる。また、難消化性デキスト
リンは水溶性であるため、水溶液の形態のものを使用してもよい。
【００１５】
［他成分］
（松樹皮抽出物）
　松樹皮抽出物の原料となる松としては、例えば、フランス海岸松（Ｐｉｎｕｓ  Ｍａｒ
ｔｉｍａ）、カラマツ、クロマツ、アカマツ等を挙げることができ、これらの中でも、プ
ロアントシアニジンが豊富に含まれるフランス海岸松（Ｐｉｎｕｓ  Ｍａｒｔｉｍａ）が
好ましい。抽出物は、適当な溶媒を用いて抽出することに得ることができ、溶媒としては
、例えば、水（熱水、温水）、エタノール、含水エタノールを用いることができる。抽出
物には、プロアントシアニジンの他、オリゴメリックプロアントシアニジンが高濃度で含
まれており、例えば、抽出物の乾燥質量に対してオリゴメリックプロアントシアニジンを
２０質量％以上含むものが好ましい。
【００１６】
（大麦若葉処理物）
　大麦若葉処理物の原料となる大麦としては、二条大麦、六条大麦等を用いることができ
る。大麦若葉処理物としては、大麦若葉の粉砕物、搾汁、抽出物等の処理物を用いること
ができる。粉砕物としては、粉末、顆粒等が挙げられる。絞汁や抽出物は、液状であって
もよいが、ペースト状や乾燥粉末として用いることもできる。抽出物は、適当な溶媒を用
いて抽出することに得ることができ、溶媒としては、例えば、水（熱水、温水）、エタノ
ール、含水エタノールを用いることができる。
【００１７】
（コラーゲン）
　コラーゲンとしては、動物由来のコラーゲンであっても、合成コラーゲンであってもよ
く、コラーゲンタンパク質の他、コラーゲンタンパク質を加水分解して得られるコラーゲ
ンペプチドや、コラーゲン分子をプロテアーゼで処理し、テロペプチド部分を取り除いた
アテロコラーゲンが含まれる。動物由来のコラーゲンとしては、特に魚類由来のコラーゲ
ンが好ましい。コラーゲンの平均分子量（重量平均分子量）としては、特に制限されるも
のではないが、例えば、５００～１０００００であることが好ましく、１０００～５００
００であることがより好ましい。
【００１８】
（ペクチン）
　ペクチンとしては、植物由来のペクチンであっても、合成ペクチンであってもよい。植
物由来のペクチンとしては、例えば、りんご、柑橘類等の果実や野菜などからの抽出物を
挙げることができる。ペクチンは、エステル化度の高いＨＭペクチンと、エステル化度の
低いＬＭペクチンに分類されるが、いずれのペクチンであってもよい。また、ペクチンと
しては、ゲル化剤、増粘剤等として市販されているペクチンを用いることができる。
【００１９】
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（タンニン）
　タンニンとしては、加水分解性タンニンであっても、縮合型タンニンであってもよく、
例えば、カキの果実、クリの渋皮、五倍子、タマリンドの種皮、タラ末、没食子、ミモザ
の樹皮から得られた抽出物を挙げることができる。また、タンニン酸（Ｃ７６Ｈ５２Ｏ４

６）を用いることができる。
【００２０】
　本発明の血中中性脂肪上昇抑制組成物は、血中中性脂肪上昇抑制に用いる血中中性脂肪
上昇抑制剤であることが好ましい。かかる血中中性脂肪上昇抑制剤としては、難消化性デ
キストリン及び所定の他成分を含有し、血中中性脂肪上昇抑制に用いられる点において、
製品として他の製品と区別することができるものであれば特に制限されるものではなく、
例えば、本発明に係る製品の本体、包装、説明書、宣伝物のいずれかに血中中性脂肪上昇
抑制作用の機能がある旨を表示したものが本発明の範囲に含まれる。例えば、医薬品（医
薬部外品を含む）や、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品等の所定機関より
効能の表示が認められた機能性食品などのいわゆる健康食品や、飼料等を挙げることがで
きる。いわゆる健康食品においては、「中性脂肪の上昇を抑える」、「中性脂肪が気にな
る方に」、「脂肪の吸収を抑える」、「中性脂肪が高めの方に」等を表示したものを例示
することができる。これらの健康食品は、食事と別に摂取してもよいが、食事の際に摂取
することが好ましく、例えば、食事前１時間から食事後１時間の間に摂取することが好ま
しく、食事前０．５時間から食事後０．５時間の間に摂取することがより好ましく、食事
前０．５時間から食事開始時まで或いは食事中に摂取することがさらに好ましい。
【００２１】
　本発明の血中中性脂肪上昇抑制組成物の形態としては、例えば、錠剤、カプセル剤、粉
末剤、顆粒剤、液剤、粒状剤、棒状剤、板状剤、ブロック状剤、固形状剤、丸状剤、ペー
スト状剤、クリーム状剤、カプレット状剤、ゲル状剤、チュアブル状剤、スティック状剤
等を挙げることができる。これらの中でも、錠剤、カプセル剤、粉末剤、顆粒剤、液剤の
形態が特に好ましい。具体的には、サプリメントや、ペットボトル、缶、瓶等に充填され
た容器詰飲料や、水（湯）、牛乳、果汁、青汁等に溶解して飲むためのインスタント粉末
飲料、インスタント顆粒飲料を例示することができる。これらは食事の際などに手軽に飲
用しやすく、また嗜好性を高めることができるという点で好ましい。
【００２２】
　本発明の血中中性脂肪上昇抑制組成物における難消化性デキストリン及び他成分（有効
成分）の含有量としては、その効果の奏する範囲で適宜含有させればよい。
【００２３】
　一般的には、本発明の血中中性脂肪上昇抑制組成物が医薬品やサプリメント（錠剤，カ
プセル剤）の場合には、有効成分が乾燥質量換算で全体の０．０１～１００質量％含まれ
ていることが好ましく、０．１～８５質量％含まれていることがより好ましく、０．５～
７０質量％含まれていることがさらに好ましい。
【００２４】
　本発明の血中中性脂肪上昇抑制組成物が容器詰飲料（液剤）である場合には、有効成分
が乾燥質量換算で全体の０．１～１０質量％含まれていることが好ましく、０．３～６質
量％含まれていることがより好ましく、０．５～４質量％含まれていることがさらに好ま
しい。
【００２５】
　また、本発明の血中中性脂肪上昇抑制組成物がインスタント粉末飲料（粉末剤）、イン
スタント顆粒飲料（顆粒剤）である場合には、有効成分が乾燥質量換算で全体の１０～１
００質量％含まれていることが好ましく、５０～１００質量％含まれていることがより好
ましく、８０～１００質量％含まれていることがさらに好ましい。
【００２６】
　本発明の効果を特に有効に発揮させるためには、有効成分が乾燥質量換算で本発明の血
中中性脂肪上昇抑制組成物全体（水分を除く）の８０質量％以上含まれていることが好ま
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しく、９０％質量以上含まれていることがより好ましく、９５質量％以上含まれているこ
とがさらに好ましく、１００％であることが特に好ましい。
【００２７】
　本発明の血中中性脂肪上昇抑制組成物の摂取量としては特に制限はないが、本発明の効
果をより顕著に発揮させる観点から、１日当たりの有効成分の摂取量が、５００ｍｇ／日
以上となるように摂取することが好ましく、１ｇ／日以上となるように摂取することがよ
り好ましく、２ｇ／日以上となるように摂取することがさらに好ましく、４ｇ以上／日以
上となるように摂取することが特に好ましい。
【００２８】
　本発明の血中中性脂肪上昇抑制組成物は、1日の摂取量が前記摂取量となるように、１
つの容器に、又は例えば２～３の複数の容器に分けて、1日分として収容することができ
る。
【００２９】
　また、本発明の血中中性脂肪上昇抑制組成物は、食事と別に摂取してもよいが、食後の
一過性の血中中性脂肪の上昇を特に有効に抑制することができることから、食事の際に摂
取することが好ましく、例えば、食事前１時間から食事後１時間の間に摂取することが好
ましく、食事前０．５時間から食事後０．５時間の間に摂取することがより好ましく、食
事前０．５時間から食事開始時まで或いは食事中に摂取することがさらに好ましい。
【００３０】
　難消化性デキストリン及び他成分の配合質量比としては、乾燥質量換算で、０．５：１
～７０：１の範囲であることが好ましく、０．７５：１～６０：１の範囲であることがよ
り好ましく、１：１～６０：１の範囲であることがさらに好ましく、１：１～５０：１の
範囲であることが特に好ましい。難消化性デキストリン及び他成分の配合比が、上記範囲
であることにより、本発明の効果をより有効に発揮することができる。
【００３１】
　本発明の血中中性脂肪上昇抑制組成物は、必要に応じて、経口用として許容される有効
成分以外の成分を添加して、公知の製剤方法によって製造することができる。
【００３２】
　また、本発明の血中中性脂肪上昇抑制組成物としては、有効成分を含有する血中中性脂
肪上昇抑制組成物の他、食品に対して有効成分を添加して得た血中中性脂肪上昇抑制組成
物（血中中性脂肪上昇抑制食品）を挙げることができ、例えば、通常の食品（天然の食品
を含む）に比して本発明の有効成分含有量を増加させた食品や、本発明の有効成分を通常
含まない食品に対して有効成分を添加した食品を挙げることができる。また、本発明の血
中中性脂肪上昇抑制組成物としては、本発明の効果がより有効に発揮される点から、脂肪
含有量が１０質量％以上、好ましくは２０質量％以上の高脂肪食品に対して有効成分を添
加して得た血中中性脂肪上昇抑制高脂肪食品が好ましい。有効成分の添加は、それぞれの
成分を別々に添加してもよいし、同時に添加してもよく、また、有効成分以外の他の成分
と共に添加してもよい。
【００３３】
　本発明の血中中性脂肪上昇抑制食品としては、例えば、炭酸飲料、栄養飲料、果実飲料
、乳酸飲料、スムージー、青汁等の飲料；アイスクリーム、アイスシャーベット、かき氷
等の冷菓；そば、うどん、はるさめ、中華麺、即席麺等の麺類；飴、キャンディー、ガム
、チョコレート、錠菓、スナック菓子、ビスケット、ゼリー、ジャム、クリーム、焼き菓
子、パン等の菓子類；かまぼこ、ハム、ソーセージ等の水産・畜産加工食品；加工乳、発
酵乳、ヨーグルト等の乳製品；サラダ油、てんぷら油、マーガリン、マヨネーズ、ショー
トニング、ホイップクリーム、ドレッシング等の油脂及びその加工食品；ソース、醤油等
の調味料；カレー、シチュー、親子丼、お粥、雑炊、中華丼、かつ丼、天丼、牛丼、ハヤ
シライス、オムライス、おでん、マーボドーフ、餃子、シューマイ、ハンバーグ、ミート
ボール、各種ソース、各種スープ等のレトルトパウチ食品などを挙げることができる。
【００３４】
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　本発明の血中中性脂肪上昇抑制方法としては、上記説明した本発明の血中中性脂肪上昇
抑制組成物を摂取させることを特徴とするが、医療行為は含まれない。本発明の血中中性
脂肪上昇抑制組成物は、食事と別に摂取させてもよいが、食後の一過性の血中中性脂肪の
上昇を特に有効に抑制することができることから、食事の際に摂取させることが好ましく
、例えば、食事前１時間から食事後１時間の間に摂取させることが好ましく、食事前０．
５時間から食事後０．５時間の間に摂取させることがより好ましく、食事前０．５時間か
ら食事開始時まで或いは食事中に摂取させることがさらに好ましい。本発明の方法として
は、例えば、レストラン等の飲食店において、高脂肪食品と共に本発明の血中中性脂肪上
昇抑制組成物を提供することにより、血中中性脂肪の上昇抑制を図る方法を挙げることが
できる。
【実施例】
【００３５】
　以下、本発明を実施例に基づき説明する。
［実施例１］
　ヒト結腸癌由来細胞Ｃａｃｏ－２単層膜吸収分泌試験により、中性脂肪吸収抑制（血中
中性脂肪上昇抑制）の評価を行った。Ｃａｃｏ－２細胞は、培養により腸管上皮様に分化
することが知られており、Ｃａｃｏ－２単層膜に対する物質の透過量を測定することによ
り、腸管吸収性を評価することができる。
【００３６】
１．サンプルの調製
　０．２ｍＭ リゾフォスファチジルコリン、０．１ｍＭ オレイン酸、０．１ｍＭ ２－
ｍｏｎｏｏｌｅｏｙｌｇｌｙｃｅｒｏｌ、及び２ｍＭ ｓｏｄｉｕｍ Ｔａｕｒｏｄｅｏｘ
ｙｃｈｏｌａｔｅとなるように調整し、ソニケーションを行い、３００－５００ｎｍのミ
セルを作製した。
【００３７】
　ＤＭＥＭに対して、上記調製したミセル、被験物質（難消化性デキストリン単独、又は
難消化性デキストリン＋表１に示す他成分）を加え、目的の最終濃度となるよう調整した
。
【００３８】
２．Ｃａｃｏ－２単層膜吸収分泌試験
　Ｃａｃｏ－２単層膜のインサートウェルへサンプルを１００μＬ加え、３７℃、５％Ｃ
Ｏ２インキュベーターにて保持した。２４時間経過後、基底膜側の溶液６００μＬを回収
し、ＣＨＣｌ３：ＭｅＯＨ＝２：１を２００μＬ加え、ボルテックス後に遠心分離を行っ
た。下層（有機層）を回収し、再び、ＣＨＣｌ３：ＭｅＯＨ＝２：１を２００μＬ加え、
ボルテックス後に遠心分離を行った。下層（有機層）を回収し、該有機層を乾固した。２
０μＬ ２－プロパノールを加え、トリグリセリド（ＴＧ）の測定を行った。ＴＧ測定は
、Ｗａｋｏのキット（トリグリセライド Ｅ－テストワコー）を用いた。
【００３９】
　その結果を表１、及び図１～図８に示す。図中の各グラフは、コントロール（難デキ）
については、「－」は、無添加を示し、「＋」は、２００μｇ／ｍＬ難消化性デキストリ
ンの単独添加を示す。また、他成分が表示されたものについては、「－＋」が、他成分の
単独添加を示し、「＋＋」が、２００μｇ／ｍＬ難消化性デキストリン＋他成分添加を示
す。
【００４０】
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【表１】

 
【００４１】
　難消化性デキストリンについては、市販の難消化性デキストリン粉末を用いた。
　大麦若葉については、乾燥粉砕末を用いた。
　松樹皮については、フランス海岸松の樹皮の熱水抽出物（乾燥粉末）を用いた。
　甘藷若葉については、乾燥粉砕末を用いた。
【００４２】
　表１、及び図１～図８に示すように、難消化性デキストリンと、本発明の特定の他成分
を組み合わせることにより、Ｃａｃｏ－２単層膜を通過する脂肪量が相乗的に低下した。
したがって、本発明の血中中性脂肪上昇抑制組成物によれば、血中の中性脂肪の上昇を有
効に抑制することができることがわかる。
【００４３】
［実施例２］（錠剤の製造）
　下記に示す割合で各成分を混合し、打錠機によって打錠を行った。
【００４４】
　　配合成分　　　　　　　　　　　　組成（ｍｇ）
　　難消化性デキストリン　　　　　　１３５
　　大麦若葉末　　　　　　　　　　　１５０
　　賦形剤　　　　　　　　　　　　　１２０
　　ビタミンＢ１　　　　　　　　　　　１５
　　無水クエン酸　　　　　　　　　　　１５
　　アラニン　　　　　　　　　　　　　１０
　　バリン　　　　　　　　　　　　　　１０
【００４５】
　本錠剤を例えば１日当たり数粒摂取することにより、血中中性脂肪上昇抑制効果を得ら



(9) JP 2017-1966 A 2017.1.5

10

20

30

れることが期待される。
【００４６】
［実施例３］（カプセル剤の製造）
　下記に示す割合で各成分を混合し、常法に従い顆粒剤とし、その顆粒剤２５０ｍｇをカ
プセルに充填しカプセル剤を調製した。
　　配合成分　　　　　　　　　　　　　　重量部
　　難消化性デキストリン　　　　　　　　１５
　　松樹皮抽出物　　　　　　　　　　　　　１
　　コラーゲン　　　　　　　　　　　　　　１
　　ビタミンＥ　　　　　　　　　　　　０．１
　　賦形剤　　　　　　　　　　　　　　　　５
【００４７】
　本カプセルを例えば１日当たり数粒摂取することにより、血中中性脂肪上昇抑制効果を
得られることが期待される。
【００４８】
［実施例４］（顆粒剤の製造）
下記に示す割合で各成分を混合し、常法に従い顆粒剤とし、その顆粒剤８００ｍｇをアル
ミスティックに包装した。
　　配合成分　　　　　　　　　　　　　　重量部
　　難消化性デキストリン　　　　　　　　１５
　　大麦若葉　　　　　　　　　　　　　　　１
　　賦形剤　　　　　　　　　　　　　　　　５
　　無水クエン酸　　　　　　　　　　　０．１
　　タンニン酸　　　　　　　　　　　０．０１
【００４９】
　本顆粒剤を例えば１日当たり数袋摂取することにより、血中中性脂肪上昇抑制効果を得
られることが期待される。
【００５０】
［実施例５］（液剤の製造）
　松樹皮抽出物１重量部、大麦若葉末５重量部、１５重量部の難消化性デキストリン加水
分解コラーゲン３重量部、ビタミンＣ適量、水２００ｍｌを容器に充填して密封し、液剤
を製造した。
【産業上の利用可能性】
【００５１】
　本発明の血中中性脂肪上昇抑制組成物は、血中の中性脂肪の上昇を抑制する効果を有す
ることから、産業上の有用性は高い。
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